
千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第5次）【令和4年～8年】策定イメージ

（１）近年のＤＶの状況

[相談状況]

・県内市町村及び県配偶者暴力相談支援センターにおいて、依然として県全体で15,000件のＤ
Ｖに関する相談が続いている。
・相談内容は、身体的暴力よりも心理的な暴力が多い。
・ＤＶ被害者は、女性だけではなく、年間100人程度男性の相談があるが、相談窓口等情報が
限られており適切な対応が難しい。
・新型コロナウイルス感染症対策により外出自粛や休業等の状況下が続いており、生活不安や
ストレスによるＤＶ被害等の増加、深刻化が懸念されている。
[児童虐待との連携]
・一時保護入所者の半数は、同伴児がいることや面前ＤＶの増加など児童虐待部門との連携は
重要である。
[加害者対策]
・一時保護入所者の10％は自宅へ戻る、また加害者との再生を期待している被害者もいること
から「ＤＶ」の根絶を図るためにも加害者対策について知見をもつべきである。
[被害者支援]
・被害者は、「住まい」「経済面」「子ども」のことなど生活全般について不安な状況下にあ
り、支援者側は制度の紹介等情報提供だけではなく、被害者と共に今後の生活全般について考
えたり、同行支援等コーディネーター的役割をもつ支援者の存在が求められている。
[「ＤＶ」の啓発・予防教育]
・県民に「ＤＶ」の言葉は広く周知されているが、ＤＶの形態など具体的な内容については更
なる理解が求められる。
・各調査結果から、ＤＶをなくしていくために必要な取組は、「若い世代からの予防教育であ

る」という意見が多数をしめた。

（２）千葉県のめざす姿

   ＤＶの根絶を目指して、誰もが安心、安全に生活できる社会の実現。
（３）基本的な考え方

　第4次計画内容を引き継ぎつつ、DVを取り巻く現状と課題を踏まえ、「①被害者、加害者に
向けた効果的な広報啓発の実施」「②支援者の資質向上、相談・一時保護体制の充実」「③被
害者の自立に向けた切れ目のない支援」「④児童虐待との連携強化」「⑤官民一体となった支
援体制の構築」の５つの方向性を重点として策定に取り組む。

（１）位置付け
　　　ＤＶ防止法第2条の３第1項の規定に基づく法定計画
　　　「第５次千葉県男女共同参画計画」「千葉県子どもを虐待から守る基本計画」との
　　　整合性を図る。

（２）計画期間

   令和４年度から令和８年度（５年間）
　　　※ＤＶ防止法改正・国の基本方針見直し等の際は、必要に応じて見直す。
　　　※毎年度、ＤＶ防止対策検討会議にて前年度の評価を実施。
（３）構成
　　　・目指すべき方向
　　　・基本目標
　　　・具体的な取組　数値目標の検討
　　　・評価　ア進行管理票　イ　評価シート　ウ　外部有識者委員による検討会議

１ 計画策定の趣旨

２ 計画の概要
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1 拡充

2 継続

3 継続

4 拡充

3 新規

○インターネットを活用した広報啓発及び相談体制の整備【拡充】

　　（新型コロナウイルス感染症予防対策を見据え、また加害者にも気づきを与える広報啓発を含める）

○多様性を目指した相談窓口拡充に向けての支援者（相談対応者）の資質向上【拡充】

　・専門的研修及びスーパービジョン体制の整備

○加害者更生プログラムについて国の動向を踏まえ加害者対策の検討【新規】

○市町村、児童相談所と連携した相談支援マニュアルの内容面の見直し【拡充】

○民間支援団体との定期的な実務者会議の開催【拡充】

○県配偶者暴力相談支援センターと市町村の連携強化のための地域会議の開催【拡充】

別紙１参照

取組

5年間で300回(年60回)5年間で224回(H28～R2)

大学生意識等調査

5市での設置

43市町

結果

年２回以上

調査

5年間で250回

第４次計画の目標 結果 第５次計画の目標

11市での設置

全(54)市町村

インターネットアンケート調査

「相談した」と回答したのは全体
で25％、女性33％、男性11％。

男女共同参画社会の実
現に向けての県民意識

調査

「知らない」の回答が23％

「知らない」の回答が53％

11市での設置

全(54)市町村

第５次計画の目標

全ての項目において
１００％を目指す

「相談した」の割合を60％へ

ＤＶ予防セミナーの開催回数の拡大

市町村配偶者暴力相談支援センターの設置促進

ＤＶ防止法に基づく市町村基本計画の策定促進

配偶者からの暴力の相談経験

2 ＤＶに関する相談窓口の認知

1 ＤＶにあたる行為についての認識

取組

新規

新規

ＤＶ防止と児童虐待防止の担当部署による実務者会議の開催 年２回以上の実施 年３回以上

「知らない」回答を0％へ

精神的・経済的ＤＶの認識で8割以
下の項目が見られた

インターネットアンケート調査

大学生意識等調査

３ 計画の体系

４ 数値目標案

５ その他新規・拡充事業案
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第５次計画の体系案

Ｄ
Ｖ
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根
絶
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誰
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安
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安
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の
実
現

Ⅰ ＤＶを許さない

社会に向けた

啓発・教育の促進

Ⅱ 安全で安心できる

相談・一時保護

体 制 の 充 実

Ⅲ 被害者の自立に

向 け た 支 援

Ⅳ 子どもたちへの

安全確保とＤＶ

被害の影響への

支援

Ⅴ 市町村における

ＤＶ対策の促進

Ⅵ 被害者支援のため

の体制強化

基 本 目 標 施策の方向

１ 多様な主体に ①ＤＶの根絶に向けた啓発の充実

向けた広報啓発 ②ＤＶ被害者等に向けた情報提供の充実

の推進 ③企業・団体等に対するＤＶへの理解の促進

④ＤＶ被害の早期発見・通報体制の充実

⑤メディアにおける女性や子どもの人権への配慮

⑥加害者に向けた啓発

２ ＤＶ予防教育の ①人権教育の充実

推進 ②道徳教育の充実

③若者を対象とした予防教育の充実

④教育機関等の職員に対する研修の充実

３ 相談体制の充実 ①多様性等に配慮したＤＶ被害者相談体制の充実

②配偶者暴力相談支援センターの機能強化

③警察による支援の充実

④苦情処理体制の充実

４ 安全確保と ①緊急時における安全の確保

一時保護体制の ②一人ひとりのケースに応じた保護体制の充実

充実 ③同伴児への支援の充実

④警察等による安全確保の取組

５ 生活の安定に ①被害者の自立に向けた総合的な支援の充実

向けた支援の ②地域でのサポート体制の整備

推進 ③精神的なケアの充実

④ＤＶ被害者が必要とする各種制度の周知と活用への支援

６ 生活基盤を ①住宅の確保

整えるための ②就労の支援

７ 虐待の早期発見 ①ＤＶ相談と児童虐待相談の連携

と安全確保 ②地域における継続的な見守りの取組

８ 子どもに対する ①子どもの精神的なケア

ケア体制の充実 ②子どもの学習等への支援

９ 市町村における ①ＤＶ防止法に基づく市町村基本計画の策定促進

支援体制の強化 ②市町村配偶者暴力相談支援センターの設置促進

１０地域における ①切れ目のない支援体制に向けた市町村との連携強化

連携体制の整備 ②緊急時における安全の確保

１１職務関係者の ①ＤＶ職務関係者研修等の充実

資質向上 ②切れ目のない支援のための専門性の向上に向けた取組

１２関係機関との ①市町村や関係機関等による県内のネットワークの強化

連携強化 ②国及び他の都道府県との連携の促進

別紙１


